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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

コロナ禍における賃借人に対する賃料の減額を行った場合の取扱い 

 

≪内容≫ 

関与先のA社は、店舗用物件やテナント等を賃貸する不動産貸付業を行っています。今般、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、A社の物件を賃借している事業者から、「売上が急減している中、固定的

に支払いが発生する賃料の負担が大変であるので、賃料を減額してほしい。」といった相談がありまし

た。 

そこで、A社としては、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、今般の感染症の流

行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じることを検討中です。 

このようにA社が取引先等に対して、賃料の減額に応じた場合に、その賃料の減額分については、法

人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか。 

 

『答』 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取

扱いに関するＦＡＱ」の取り扱いにより、これに該当する特定の条件を満たすものであれば、実質的に

は取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として

取り扱われることはありません。 

 

（解説） 

１ 法人税法の規定により、企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った

場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額と

の差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われる

ことになります（法法22③、④、37）。 

２ しかしながら、令和2年3月25日に国税庁から公表されました「国税における新型コロナウイルス

感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ」により次のよう

な条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減

額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません（「新型コロナウイルス感

染症に関連する税務上の取扱い関係」の法人税に関する取扱いの問5（令和2年4月30日追加）参照）。 
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① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となっ

たこと、又は困難となるおそれが明らかであること 

② 貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援（営業継続や雇用確保など）を目的としたもので

あり、そのことが書面などにより確認できること 

③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間（通常の営業活動を再開するため

の復旧過程にある期間をいいます。）内に行われたものであること 

この取り扱いは、取引先等に対して既に生じた賃料の減免（債権の免除等）を行う場合についても、

同様に取り扱われます。 

３ なお、賃料の減免を受けた賃借人（事業者）においては、減免相当額の受贈益が生じることになり

ますが、この場合であっても、事業年度（個人の場合は年分）を通じて、受贈益を含めた益金の額（収

入金額）よりも損金の額（必要経費）が多い場合には課税が生じることはありません。 

 

 

〈著者プロフィール〉 

山下 德夫 氏   

税理士、長崎県出身、旧大蔵省在職時には、法人税法関係の法律の企画立案事務に従事し、 

税務大学校教授在職中に公益法人課税・減価償却関係等に関する論文発表。 

 

 ■■■■■ 著 作 権 な ど ■■■■■ 

著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは、著

作権法に触れる行為となります。また、メールマガジンにより専門的アドバイスまたはサービスを提供す

るものではありません。貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または行為を行う前に必ず資

格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。メールマガジンに依拠することによりメールマガ

ジンをお読み頂いている方々が被った損失について一切責任を負わないものとします。 


